
５/２６（水）の発表

報道発表資料の配付日時 ５月２６日（水）２１時００分

発 表 項 目 ｢北海道・北東北の縄文遺跡群｣に係るイコモスの勧告について
（ 行 事 名 ） （第２報）

記者レクチャー (実施日時) 発 表 者

の お 知 ら せ 発表場所

文化庁から、世界遺産委員会の諮問機関であるイコモスによる勧告
概 要 の報道発表がありましたので、別紙のとおり情報提供します。

また、今回の勧告にあたり、縄文遺跡群世界遺産登録推進本部長（青
森県知事）コメント、北海道知事コメント及び渡島総合振興局長コメ
ントを別添のとおりお知らせします。

記
１ 情報提供する内容
(1) イコモスの勧告

「北海道・北東北の縄文遺跡群」について、
世界文化遺産に「登録」すべき

との勧告がありました。
詳細は、別添の文化庁報道発表資料「我が国の推薦資産に係る

世界遺産委員会の諮問機関による評価結果及び勧告について」
（第2報）をご参照ください。

(2) コメントについて（別紙のとおり）
ア 縄文遺跡群世界遺産登録推進本部長（青森県知事）コメント
イ 北海道知事コメント
ウ 渡島総合振興局長コメント

２ その他
別紙資料の内容について照会等がある場合は、各機関あてお問い

合わせください。

報 道 ( 取 材 )
に 当 た っ て

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付 （場所） 道政記者クラブ・胆振総合振興局記者会
と の 関 係 同 時 レ ク

担 当 （問い合わせ先）
（ 連 絡 先 ） 環境生活部 縄文世界遺産推進室（担当者：主幹 寒河江 正）

ＴＥＬ ダイヤルイン ０１１－２０４－５１６８
０１１－２３１－４１１１（内線２４－１４２）

（配布元）
渡島総合振興局保健環境部環境生活課（担当者：環境生活課長 松本 伸）
ＴＥＬ ０１３８－４７－９０３９（内線 ２９５０）















「北海道・北東北の縄文遺跡群」に係る勧告に関する

渡島総合振興局長コメント

令和３年５月２６日（水）

本日、世界遺産委員会の諮問機関であるイコモスから、

「北海道・北東北の縄文遺跡群」について、世界文化遺産に

「登録」するよう勧告がありました。

渡島総合振興局では、函館市や商工会議所、民間活動団体

など関係する皆様と、日頃から連携を図りながら、気運の醸成

など様々な取組を進めてきました。

今回の勧告は、これまでの取組が実を結んだものであり、

世界文化遺産登録に向けて大きな前進と考えております。

当局といたしましては、今後の正式登録に向けて、

引き続き「ＪＯＭＯＮ渡島」をスローガンに、関係する皆様

とより一層連携し、縄文文化の魅力発信や、遺産の次世代への

継承、観光振興などに向けた各種取組を展開してまいります。

北海道渡島総合振興局長 鳴海 拓史



「北海道・北東北の縄文遺跡群」に係る勧告に関する

北海道知事コメント

令和３年５月２６日（水）

本日、世界遺産委員会の諮問機関であるイコモスから、「北

海道・北東北の縄文遺跡群」について、世界文化遺産に「登

録」するよう勧告があり、この後の正式登録に向け大きく前進

したものと大変嬉しく思っております。

北海道・青森県・岩手県・秋田県に所在する１７の遺跡で構

成する縄文遺跡群は、１万年以上にわたって採集・漁労・狩猟

により定住した人々の生活と精神文化を伝える、まさに世界遺

産にふさわしい優れた価値を有しています。

この度の勧告は、こうした価値が、国際機関の専門家の方々

に認められたものであり、私としては、７月に開催される世界

遺産委員会において、この縄文遺跡群が世界文化遺産に登録決

定となるよう、引き続き、文化庁、北東北３県及び関係市町と

緊密に連携し、全力で取り組んでまいりますので、道民の皆様

方には、今後とも御支援と御協力を賜りますようお願いいたし

ます。

北海道知事 鈴木 直道




